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定額減税調整給付金の支給について定額減税調整給付金の支給について

【お問い合わせ先】税務課（☎０１３７７－２－２４５２）

令和６年度税制改正において行われている定額減税のうち、定額減税前の税額が定額減税可能額（所得税
３万円、個人住民税１万円に※減税対象人数を乗じた金額）に満たない方に対し、その差額を給付（以下

「調整給付」といいます。）します。

※減税対象人数：納税者本人＋控除対象配偶者＋扶養親族（16歳未満扶養親族を含む）の数

◎調整給付の対象者
「※令和６年分推計所得税額」、「令和６年度個人住民税所得割額」のいずれか（又は両方）が、定額減税

可能額を下回る（引ききれない）方。
※令和６年分推計所得税額：令和５年分所得を参考に国が定めた算定基準に基づき推計した税額。

◎給　付　額
次に掲げる（１）と（２）の合計額（合計額の１万円未満は切り上げ）
（１）所得税分定額減税可能額−令和６年分推計所得税額
（２）個人住民税所得割分定額減税可能額−令和６年度分個人住民税所得割額

（給付額計算例）
世帯主であるＡさんの計算例
　Ａさんと控除対象配偶者の妻及び扶養親族の子２人の４人世帯。
　　Ａさんの令和６年分推計所得税額が68,500円で 
　　　　　　令和６年度住民税所得割額が34,000円の場合。

　所得税減税可能額　　　　30,000円×４人＝120,000円
　住民税所得割減税可能額　10,000円×４人＝　40,000円

　　120,000円−68,500円＝51,500円………ア（マイナスの場合０円）
　　　40,000円−34,000円＝　6,000円………イ（マイナスの場合０円）

　ア＋イ＝5７,500円
　（１万円未満切り上げにより）給付額：60,000円

◎給付の手続き
令和６年７月上旬～中旬頃に、町で確認した給付対象者宛に支給確認書を発送しますので、必要事項を記

入のうえ、同封の返信用封筒に入れて郵送または税務課窓口に提出して下さい。

◎給付の時期
確認書受理後、不備がなければ、おおむね２～３週間以内に、ご指定の口座に振込みします。


